
最終更新日付 2018年3月30日
項番 区分 ページ 箇所 誤 正 修正刷 補足事項

1 2 1－（4） ⓑ 沖縄県の(　㋔　)人など 沖縄県の(　㋔　)人・山下町洞人など 2→3

2 8 4－（3） 問4 ②樟の木造である。 ②樟の木像である。 2→3

3 15 8－（1） 13行目 東歌や(　⑬　)の歌など 東歌や(　⑬　)歌など 2→3

4 20 10－（4） 問3 ウ．茶 ウ．綿布 2→3

5 25 13－（2） A 彼らを郡司・(　①　)司・保司に任命 開発領主らを郡司・(　①　)司・保司に任命 2→3

6 29 15－（1）　年表 (　①　)は修善寺に幽閉され (　①　)は修禅寺に幽閉され 2→3

7 30 15－（2） 問7 (ア)　武家の先例 (ア)　公家の先例 2→3

8 32 16－（3） 8行目 (　③　)や北条氏一門が幕政を主導 (　④　)や北条氏一門が幕政を主導 2→3

9 44 22－（4） 問6 インドの修道士に発信した書簡 インドやヨーロッパの関係者に発信した書簡 2→3

10 52 26－（2） 16行目多くの(　⑬　)が和人商人の請負 多くの(　⑫　)が和人商人の請負 2→3

11 65 33－（1） E 1790年，国後島の(　㋛　)による蜂起がおこり 1789年，国後島の(　㋛　)による蜂起がおこり 2→3

12 69 35－（2） 問2(イ) 印象画家 印象派画家 2→3

13 73 37－（1） A 老中首座の(　①　) 老中(　①　) 2→3

14 73 37－（1） C (　⑥　)ら尊攘派の公家 (　⑥　)ら急進派の公家 2→3

15 74 37－（3） C 備前で川手文治郎が創始した金光教 備中で川手文治郎が創始した金光教 2→3

16 82 41－（4） B群 ウ．「日本国憲按」 ウ．「五日市憲法草案」 2→3

17 113 57－（1） 9行目 砂川などでの(　⑬　) 砂川などでのアメリカ軍(　⑬　) 2→3

18 解答 3 15－（2） 問7 (ア)―○ (ア)―×(公家の先例ではなく頼朝以来の先例) 2→3

19 解答 9 45－（1） 問4 ⓒ造船奨励法　ⓓ航海奨励法 ⓒ造船奨励法　ⓓ航海奨励法(ⓒⓓは順不同) 2→3
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